


給付金の支給手続き

（1）届いた書類が「支給確認書」もしくは「申請書」（口座情報の記載がない）の場合

●給付金を受け取るには返送が必要です。

●確認書、申請書の記載事項をご確認のうえ、口座情報など必要事項を記入し、本人確認書類等と
一緒にご返送ください。

【返送が必要なもの】

①支給確認書もしくは申請書

②本人確認書類の写し（本人及び代理人のマイナンバーカード、運転免許証等のコピー）

③振込先口座確認書類の写し（振込先口座の通帳やキャッシュカードの金融機関名・口座番号・口座名義
人が確認できる部分のコピー）

【申請期限】

令和7年1１月30日（日）※当日消印有効

※期限を過ぎてからの申請は受け付けられません。

【支払予定日】

確認書もしくは申請書を受付した日からおおむね1か月程度で口座振り込みいたします。

※支給完了通知は送付しません。

※記載事項や添付書類に不備がある場合、振込までに時間を要する場合があります。

（2）届いた書類が「おしらせ」（口座情報の記載がある）の場合

●「お知らせ」に記載している金額を、令和7年11月20日（木）に振り込みします。

●給付金を受け取るために、お手続きは必要ありません。

※支給完了通知は送付しません。

※振込額、振込先等に異議、相違がある場合は令和7年10月31日（金）までにご連絡ください。

対象者の方には千早赤阪村から書類をお届けします。

お問い合わせ先 千早赤阪村役場
算出方法、給付額 ： 税 務 課 電話0721-72-0083
口座番号の変更、手続き ： 総務政策課 電話0721-72-0081
受付時間9：30～17：00（土日祝を除く）
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